
律
令
国
家
に
お
け
る
「
大
学
」
創
始
の
企
図
（
今
井
）

三
三

律
令
国
家
に
お
け
る
「
大
学
」
創
始
の
企
図

今
井
　
陽
美

は
じ
め
に

　

日
本
古
代
の
律
令
国
家
に
お
い
て
、
官
人
を
再
生
産
す
る
た
め
の
官
人
出
身
法
の
整
備
は
、
律
令
体
制
を
維
持
し
、
発
展
さ
せ
る
た
め

の
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
律
令
国
家
の
官
人
出
身
法
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
野
村
忠
夫
氏
を
は
じ
め
と
す
る
数

多
く
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
お
り（

１
）、

律
令
国
家
の
官
人
出
身
法
が
、
蔭
位
制
、
ト
ネ
リ
制
、
学
制
の
三
つ
か
ら
成
り
立
っ
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
蔭
位
制
、
ト
ネ
リ
制
、
学
制
の
三
つ
の
制
度
が
、
い
か
に
補
完
的
に
機
能
し
合
っ

て
官
人
を
再
生
産
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
拙
著
別
稿
に
お
い
て
す
で
に
詳
論
し
、
中
国
の
官
人
出
身
法
と
は
異
な
る
在
り
方
で
あ
っ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（

２
）。

ま
た
、
学
制
の
核
と
な
る
「
大
学
」
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
、
中
国
の
学
制
と
の
比
較
検
討
か
ら
、

日
本
の
「
大
学
」
は
中
国
の
よ
う
な
「
官
吏
養
成
・
登
用
機
関
」
で
は
な
く
、
大
学
就
学
と
官
人
登
用
と
が
必
ず
し
も
結
び
つ
か
な
い
と

い
う
日
本
的
特
質
よ
り
、「
経
学
伝
播
機
関
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
拙
著
前
稿
で
は
、
こ
う
し
た

中
国
と
は
異
な
る
特
質
を
も
つ
「
大
学
」
が
何
故
に
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
詳
論
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
日
本
の
律
令
国
家
に
お
い
て
、「
経
学
伝
播
機
関
」
と
し
て
の
「
大
学
」
が
、
何
故
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

か
に
つ
い
て
、
日
本
に
お
け
る
「
学
制
」
の
創
始
期
を
概
観
し
な
が
ら
、
そ
の
企
図
に
つ
い
て
見
て
行
き
た
い
と
思
う（

３
）。
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人
文
学
報	

第
四
六
〇
号
　
二
〇
一
二
年
三
月

三
四

一
、

　

日
本
に
お
け
る
学
制
の
創
始
は
、
次
の
二
つ
の
史
料
よ
り
、
天
智
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
二
つ
の

史
料
を
詳
し
く
見
て
お
こ
う
と
思
う
。

　

ま
ず
、『
日
本
書
紀
』
天
智
十
年
（
六
七
一
）
正
月
是
月
条
に
は
、

以
二

大
錦
下
一

授
二

佐
平
余
自
信
。
沙
宅
紹
明
一

。
法
官

大
輔
。
以
二

小
錦
下
一

授
二

鬼
室
集
斯
一

。
学
職

頭
。 

以
二

大
山
下
一

授
二

達
率
谷
那
晋
首
。

閑
二
兵

法
二
。 

木
素
貴
子
。

閑
二
兵

法
一
。 

憶
禮
福
留
。

閑
二
兵

法
一
。 

答

春
初
。

閑
二
兵

法
一
。 

日
比
子
。
賛
波
羅
。
金
羅
金
須
。

解
レ

藥
。
鬼
室
集
信
一

。
解
レ

藥
。
以
二

小

山
上
一

授
二

達
率
徳
頂
上
。

解
レ

藥
。
吉
大
尚
。

解
レ

藥
。
許
率
母
。

明
二
五

經
一
。 

角
福
牟
一

。
閑
二
於

陰
陽
一
。
以
二

小
山
下
一

授
二

餘
達
率
等
五
十
餘
人
一

也
。

と
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
余
自
信
、
沙
宅
紹
明
ら
二
人
の
法
官
大
輔
と
と
も
に
、
多
く
の
学
に
長
じ
た
人
々（

４
）に

冠
位
が
授
与
さ
れ
た
こ
と

が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
学
に
長
じ
た
人
々
の
筆
頭
人
と
し
て
「
鬼
室
集
斯
」
が
見
え
、
そ
こ
に
「
学
職
頭
」
の
職
名
が
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
従
来
、
こ
の
「
学
職
頭
」
と
い
う
名
称
に
注
目
し
て
、
令
制
の
大
学
寮
の
前
身
で
あ
る
こ
と
の
み
が
説
か
れ

て
き
た
。
だ
が
、
こ
の
史
料
を
詳
し
く
見
る
な
ら
ば
、
最
初
に
記
さ
れ
る
「
法
官
」
と
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
大
宝
令
の
「
式
部
省
」
に

つ
な
が
る
官
で
あ
り
、
大
宝
令
制
の
大
学
寮
は
式
部
省
の
統
属
官
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
「
法
官
」
に
連
な
る
形
で
「
学
職
頭
」
の

職
名
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
宝
令
制
に
お
け
る
式
部
省
と
大
学
寮
の
統
属
関
係
の
よ
う
な
形
で
、
学
に
長
じ
た
人
々
を
束
ね
る

組
織
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
法
官
と
し
て
名
を
あ
げ
ら
れ
て
い
る
二
人
は
、
と
も
に
渡
来
百
済
人
で
あ
り
、
特

に
沙
宅
紹
明
は
、『
懐
風
藻
』
で
は
「
学
士
」
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
こ
と
か
ら（

５
）、

こ
の
頃
の
法
官
の
職
掌
と
し
て
、「
礼
儀
」
に
携

わ
る
面
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る（

６
）。

　

次
に
、『
懐
風
藻
序
』
に
は
、

逮
二

乎
聖
徳
太
子
一

。
設
レ

爵
分
レ

官
。
肇
制
二

礼
義
一

。
然
而
専
崇
二

釈
教
一

。
未
レ

遑
二

篇
章
一

。
及
二

至
淡
海
先
帝
之
受
一レ

命
也
。

恢
二

開
帝
業
一

。
弘
二

闡
皇
猷
一

。
道
格
二

乾
坤
一

。
功
光
二

宇
宙
一

。
既
而
以
為
。
調
レ

風
化
レ

俗
。
莫
レ

尚
二

於
文
一

。
潤
レ

徳
光
レ

身
。
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律
令
国
家
に
お
け
る
「
大
学
」
創
始
の
企
図
（
今
井
）

三
五

孰
先
二

於
学
一

。
爰
則
建
二

庠
序
一

。
徴
二

茂
才
一

。
定
二

五
礼
一

。
興
二

百
度
一

。

と
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
聖
徳
太
子
の
時
代
よ
り
、
爵
位
や
官
職
を
設
け
て
「
礼
儀
」
を
整
え
て
き
た
が
、
な
お
仏
教
を
専
ら
と
し
て
い

た
こ
と
を
述
べ
、
天
智
の
時
代
に
至
っ
て
よ
う
や
く
、
学
問
の
重
要
性
が
理
解
さ
れ
、
学
校
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
だ

が
、
こ
の
史
料
に
お
い
て
も
、
重
要
な
の
は
天
智
に
至
っ
て
学
校
が
設
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
の
み
で
は
な
く
、
聖
徳
太
子
の
時
代
を
黎

明
期
、
天
智
の
時
代
を
創
始
期
と
し
て
位
置
づ
け
、
爵
位
や
官
職
や
礼
儀
、
法
令
制
定
と
い
っ
た
律
令
体
制
の
基
盤
整
備
と
と
も
に
、
学

問
の
重
要
性
が
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
認
識
が
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
史
料
よ
り
、
学
制
は
律
令
体
制

の
基
盤
整
備
と
と
も
に
、
そ
の
創
始
の
必
要
性
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
二
つ
の
史
料
よ
り
、
天
智
期
に
、「
礼
儀
」
の
制
定
に
携
わ
る
法
官
の
下
に
、
令
制
の
大
学
寮
の
前
身
と
な
る
組
織
が
設
け
ら

れ
、そ
こ
に
は
学
に
長
じ
た
人
々
が
属
し
て
い
た
こ
と
、彼
ら
は
律
令
体
制
の
整
備
と
と
も
に
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
風
俗
教
化
」

や
「
法
令
制
定
」
に
つ
く
し
、
学
問
の
重
要
性
を
広
め
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、こ
の
後
の『
日
本
書
紀
』記
事
を
見
て
行
く
と
、天
武
四
年（
六
七
五
）（

７
）に

は
、「
大
学
寮
」の
名
称
が
初
見
す
る
と
と
も
に「
諸

学
生
」
の
記
載
も
見
ら
れ
、
大
学
寮
に
属
し
て
学
問
教
授
を
こ
う
む
る
「
学
生
」
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
さ
ら
に
、
天
武
六
年
（
六
七 

七
）（

８
）に

は
「
大
博
士
」、
持
統
五
年
（
六
九
一
）（

９
）に

は
「
大
学
博
士
」「
音
博
士
」「
書
博
士
」
な
ど
、
大
宝
・
養
老
令
制
と
名
称
を
同
じ

く
す
る
諸
博
士
が
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
大
宝
・
養
老
令
制
に
つ
な
が
る
よ
う
な
「
大
学
」
組
織
と
、
そ
れ

を
官
人
制
内
で
機
能
さ
せ
る
た
め
の
「
学
制
」
は
、
天
智
期
に
創
始
さ
れ
、
天
武
・
持
統
期
に
整
備
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
ま
さ
に
日
本
の
律
令
体
制
の
整
備
過
程
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
天
智
期
以
前
、
す
な
わ
ち
律
令
体
制
の
整
備
が
進
め
ら
れ
る
以
前
の
学
問
教
授
は
、
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
天
智
期
以
前
に
「
学
生
」
は
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、
天
智
期
以
前
の
「
学
生
」
と
、
学
問
教
授
の
在
り
方
に
つ
い
て
確

認
し
、
天
智
期
以
降
の
展
開
に
つ
い
て
見
て
行
く
。
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学
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第
四
六
〇
号
　
二
〇
一
二
年
三
月

三
六

二
、

　
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
天
智
期
以
前
に
も
「
学
生
」
の
語
が
確
認
で
き
、
大
学
が
創
始
さ
れ
る
以
前
に
も
、「
学
生
」
と
呼
ば
れ
る
人
々

が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
、「
学
生
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
人
々
の
呼
称
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

*
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律
令
国
家
に
お
け
る
「
大
学
」
創
始
の
企
図
（
今
井
）

三
七

　

表
１
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
天
智
期
以
前
の
「
学
生
」
は
、
そ
の
全
て
が
遣
使
に
随
行
し
て
中
国
や

朝
鮮
半
島
に
渡
っ
て
学
問
を
修
め
る
僧
侶
以
外
の
人
々
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
の
「
学
生
」
の
呼
称
は
、「
学
問
僧
」

に
相
対
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
彼
ら
以
外
に
「
学
生
」
と
称
さ
れ
る
人
々
が
存
在
し
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る（

10
）。

こ
れ
は
、
当
時
の
体
制
と
し
て
、
学
問
・
文
化
は
周
辺
諸
国
か
ら
摂
取
す
る
こ
と
で
成
っ
て
お
り
、
学
識
を
深

め
る
に
は
渡
航
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う（

11
）。

　

で
は
、
こ
う
し
た
状
況
下
に
お
い
て
、
子
弟
た
ち
に
対
す
る
学
問
教
授
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
早
く
に
確

認
で
き
る
の
が
、
廏
戸
豊
聰
耳
皇
子
が
博
士
覚
哥
に
就
い
て
儒
教
の
経
典
な
ど
を
学
ん
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
推
古
天

皇
元
年
（
五
九
三
）
夏
四
月
庚
午
已
卯
条
は
、
廏
戸
豊
聰
耳
皇
子
（
＝
聖
徳
太
子
）
を
皇
太
子
に
立
て
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

記
事
の
中
で
皇
子
の
聡
明
さ
を
示
す
言
い
伝
え
の
一
つ
と
し
て
、

且
習
二

内
教
於
高
麗
僧
恵
慈
一

。
学
二

外
典
於
博
士
覚
哥
一

。
並
悉
達
矣
。

と
い
う
も
の
が
見
ら
れ
、
皇
子
は
内
教
す
な
わ
ち
仏
教
を
高
麗
僧
か
ら
学
び
、
外
典
す
な
わ
ち
儒
教
を
覚
哥
か
ら
学
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
覚
哥
と
い
う
人
物
は
、
百
済
か
ら
渡
来
し
た
五
経
博
士
の
一
人
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
皇
子
は
覚
哥
と
い
う
渡
来
人
を
師
と
し
て
、

経
学
の
学
識
を
研
磨
し
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。                                                                              

　

そ
し
て
、
こ
う
し
た
例
が
廏
戸
豊
聰
耳
皇
子
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、　
『
懐
風
藻
』
淡
海
朝
大
友
皇
子
の
項
か
ら
も

確
認
で
き
る
。
こ
こ
に
は
、

皇
子
博
学
多
通
。
有
二

文
武
材
幹
一

。
始
親
二

万
機
一

。
群
下
畏
服
。
莫
レ

不
二

肅
然
一

。
年
二
十
三
。
立
為
二

皇
太
子
一

。
広
延
二

学

*
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第
四
六
〇
号
　
二
〇
一
二
年
三
月

三
八

士
沙
宅
紹
明
。
塔
本
春
初
。
吉
太
尚
。
許
率
母
。
木
素
貴
子
等
一

。
以
為
二

賓
客
一

。
太
子
天
性
明
悟
。
雅
愛
二

博
古
一

。
下
レ

筆 

成
レ

章
。
出
レ

言
為
レ

論
。　

と
あ
っ
て
、大
友
皇
子
が
学
を
好
み
、広
く
古
事
に
通
じ
、才
能
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
が
、そ
れ
と
と
も
に
、大
友
皇
子
の
周
り
に
は
、

沙
宅
紹
明
、
塔
本
春
初
、
吉
太
尚
、
許
率
母
、
木
素
貴
子
と
い
っ
た
百
済
か
ら
渡
来
し
た
人
々
が
皇
室
付
き
の
学
士
と
し
て
侍
り
、
皇
子

に
学
を
授
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『
日
本
書
紀
』
白
雉
元
年
（
六
五
〇
）
二
月
庚
午
朔
戊
寅
条
に
は
、

「
新
羅
侍
学
士
」
と
い
う
の
も
見
ら
れ
、
こ
れ
は
新
羅
出
身
の
皇
室
付
き
の
学
士
と
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う（

12
）。

　

一
方
、
諸
臣
の
学
問
教
授
の
例
と
し
て
、『
家
伝
上
』
に
は
、

嘗
群
公
子
。
咸
集
二

于
旻
法
師
之
堂
一

。
講
二

周
易
一

焉
。

と
あ
っ
て
、
蘇
我
入
鹿
や
中
臣
鎌
足
を
初
め
と
す
る
多
く
の
貴
族
子
弟
が
、
旻
法
師
の
も
と
に
通
っ
て
「
周
易
」
の
講
義
を
受
け
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、『
日
本
書
紀
』
皇
極
三
年
（
六
四
四
）
春
正
月
乙
亥
朔
条
に
は
、

而
倶
手
把
二

黄
巻
一

。
自
学
二

周
孔
之
教
於
南
淵
先
生
所
一

。

と
あ
っ
て
、
中
大
兄
皇
子
と
中
臣
鎌
足
が
連
れ
立
っ
て
、
南
淵
請
安
の
も
と
で
周
公
・
孔
子
の
教
え
を
学
ん
で
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
師
と
し
て
確
認
さ
れ
る
旻
法
師
と
南
淵
請
安
は
、
と
も
に
推
古
十
六
年
（
六
〇
八
）
に
学
問
僧
と
し
て
隋
に
赴
き
、
数
十
年

の
留
学
期
間
を
経
て
、
旻
法
師
は
舒
明
四
年
（
六
三
二
）
に
、
南
淵
請
安
は
舒
明
十
二
年
（
六
四
〇
）
に
そ
れ
ぞ
れ
帰
朝
し
た
者
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
蘇
我
入
鹿
・
中
臣
鎌
足
を
初
め
と
す
る
諸
臣
の
子
弟
た
ち
は
、
中
国
に
お
い
て
学
識
を
深
め
て
き
た
者
た
ち
に
就
い
て
、
経
学

を
学
ん
で
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
天
智
期
以
前
の
学
問
教
授
の
在
り
方
は
、
渡
来
人
た
ち
、
或
い
は
周
辺
諸
国
に
学
生
・
学
僧
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
経
歴

を
も
つ
者
た
ち
に
直
接
師
事
す
る
と
い
う
方
法
で
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
周
辺
諸
国
と
の
交
流
の
中
で
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
学
問
文
化
の
摂
取
・
教
授
の
在
り
方
に
変
化
の
兆
し
が
見
え
る
の
が
、
天
智
期
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
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）

三
九

三
、

　

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、『
懐
風
藻
』の
記
述
や『
日
本
書
紀
』天
智
十
年（
六
七
一
）正
月
是
月
条
に「
学
職
頭
」が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

天
智
期
に
お
け
る
学
校
の
創
始
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
し
て
、天
武
四
年（
六
七
五
）に
は「
大
学
寮
」の
名
称
が
初
見
す
る
と
と
も
に
、「
諸

学
生
」
の
記
載
も
見
ら
れ
、
こ
れ
が
渡
航
し
な
い
「
学
生
」
の
初
見
で
あ
る
。
そ
し
て
、
天
武
六
年
（
六
七
七
）
に
は
「
大
博
士
」
が
見

ら
れ
、
持
統
五
年
に
至
る
と
「
大
学
博
士
」「
音
博
士
」「
書
博
士
」
等
の
、
大
宝
・
養
老
令
制
と
名
称
を
同
じ
く
す
る
諸
博
士
が
出
揃
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
よ
り
以
前
の
大
化
元
年
（
六
四
五
）（

13
）に

「
国
博
士
」
と
い
う
の
が
見
え
、
高
向
玄
理
と
僧
旻
が
任
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
「
国
博
士
」
は
、
令
制
に
も
見
え
る
官
職
で
あ
り
、
学
校
の
創
始
時
期
と
の
関
連
で
注
目
さ
れ
る
。
だ
が
、
大
化
元
年
の
記
事
で
は
、

以
二

中
大
兄
一

爲
二

皇
太
子
一

。
以
二

阿
倍
内
麻
呂
臣
一

爲
二

左
大
臣
一

。
蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
呂
臣
爲
二

右
大
臣
一

。
以
二

大
錦
冠
一

。

授
二

中
臣
鎌
子
連
一

。
爲
二

内
臣
一

。
増
レ

封
若
于
戸
云
云
。
中
臣
鎌
子
連
。
懷
二

至
忠
一

之
誠
。
據
二

宰
臣
之
勢
一

。
處
二

官
司
之
上
一

。

故
進
退
廃
置
。
計
從
事
立
云
々
。
以
二

沙
門
旻
法
師
。
高
向
史
玄
理
一

爲
二

国
博
士
一

。

と
い
う
よ
う
に
、「
国
博
士
」
は
「
左
右
大
臣
」「
内
臣
」
と
と
も
に
改
新
政
府
の
中
枢
を
担
う
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、ま
た
、

国
博
士
に
任
じ
ら
れ
た
高
向
玄
理
の
帯
す
る
冠
位
が
高
位
で
あ
る
こ
と（

14
）、

さ
ら
に
は
彼
の
そ
の
後
の
活
躍
を
『
日
本
書
紀
』
で
追
っ
て
み

る
と
、
教
学
に
関
わ
る
活
動
が
な
い
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
時
期
に
は
学
校
組
織
の
存
在
が
う
か
が
え
る
よ
う
な
記
事
が
一
切
な
い
こ
と
な

ど
か
ら
、
こ
こ
で
見
ら
れ
る
「
国
博
士
」
は
令
制
の
「
博
士
」
の
前
身
で
は
な
く（

15
）、

政
策
・
立
案
の
た
め
の
知
識
を
提
供
す
る
国
政
上
の

顧
問
、「
国
政
一
般
の
諮
問
」
担
当
と
い
う
よ
う
に
解
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る（

16
）。

　

さ
て
、大
学
の
正
確
な
創
始
年
代
や
具
体
的
な
制
度
整
備
の
過
程
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、天
智
期
に
学
校
が
創
始
さ
れ
た
と
見
て
、『
日

本
書
紀
』
よ
り
確
認
可
能
な
大
学
関
係
者
・
博
士
を
整
理
す
る
と
、
表
２
の
よ
う
に
な
る
。
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こ
の
表
か
ら
わ
か
る
の
は
、
草
創
期
の
大
学
関
係
者
は
、
百
済
滅
亡
後
に
亡
命
し
て
き
た
渡
来
百
済
人
が
中
心
で
あ
り
、
渡
来
人
へ
の

依
存
度
が
極
め
て
高
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
こ
と
は
、
先
に
見
た
よ
う
な
、
大
学
創
設
以
前
の
学
問
教
授
の
在
り
方
か

*

*

*

(
)

)
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ら
考
え
る
な
ら
ば
、
当
然
の
経
過
と
言
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
創
始
期
の
大
学
の
状
況
も
、
八
世
紀
に
な
る
と
変
化
す
る
。
次
の
表
３
は
、『
続
日
本
紀
』
で
確
認
可
能
な
大
学
関
係
者
・

博
士
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る（

17
）。                                                                              

(
)

(
)

(
)

(
)

(
)

*
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年
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年

神
護
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三
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）

四
三

　

こ
の
表
よ
り
わ
か
る
の
は
、
八
世
紀
に
至
る
と
、
大
学
関
係
者
に
お
け
る
渡
来
人
へ
の
依
存
度
が
下
が
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
学
令
に
規
定
さ
れ
る
大
学
へ
の
入
学
資
格（ 18

  

） 
を
見
る
と
、

凡
大
学
生
。
取
二

五
位
以
上
子
孫
。
及
東
西
史
部
子
一

為
レ

之
。
若
八
位
以
上
子
。
情
願
者
聴
。
～
（
後
略
）
～

と
な
っ
て
お
り
、
大
学
の
学
生
は
五
位
以
上
の
子
孫
と
東
西
史
部
の
子
か
ら
取
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
五
位
以
上
の
子
孫
と
い
え
ば
律

令
官
人
の
中
で
は
上
位
の
官
人
の
子
孫
で
あ
り
、
東
西
史
部
と
い
え
ば
代
々
文
筆
を
業
と
し
て
仕
え
て
き
た
史
姓
を
有
す
る
渡
来
系
の

人
々
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
学
は
、
上
位
官
人
子
孫
と
専
門
的
に
学
問
を
志
す
人
々
を
中
心
と
し
た
就
学
の
場
で
あ
っ
た
の
で

あ
り
、
こ
う
し
た
大
学
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
国
内
で
学
問
教
授
を
行
う
専
門
家
を
育
成
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る
の
で
あ
る（ 19

  

） 
。
そ
し
て
、そ
の
結
果
と
し
て
、表
３
の
よ
う
に
、渡
来
人
へ
の
依
存
度
が
下
が
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
天
智
期
以
前
は
、
学
問
は
周
辺
諸
国
へ
の
遣
使
や
渡
来
の
形
で
摂
取
し
、
学
問
教
授
は
渡
来
人
や

周
辺
諸
国
で
の
留
学
生
に
託
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
天
智
期（ 20

  

） 
に
至
っ
て
学
校
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
国
内
で
の
学
問
教

授
体
制
が
創
始
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
学
問
・
思
想
の
自
国
内
で
の
育
成
・
継
授
の
可
能
性
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
注

目
す
べ
き
な
の
は
、
学
制
は
天
智
期
に
創
始
さ
れ
て
、
天
武
・
持
統
朝
に
整
備
さ
れ
て
、
大
宝
令
で
確
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ま

さ
に
、
律
令
国
家
の
成
立
過
程
と
軌
を
一
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

従
来
、
学
制
創
始
の
企
図
に
つ
い
て
は
、
律
令
制
の
一
部
を
必
然
的
に
占
め
る
も
の
と
し
て（ 21

  

） 
、
あ
る
い
は
律
令
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
身
に
つ
け
た
事
務
官
僚
の
必
要
性（ 22

  

） 
を
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
律
令
制
導
入
に
伴
う
付
帯
的
な
評
価
し
か

な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
学
制
の
創
始
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
外
部
依
存
的
な
学
問
摂
取
・
教
授
の
在
り

方
が
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
積
極
的
な
評
価
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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私
は
、
学
制
の
創
始
が
律
令
国
家
の
成
立
と
軌
を
一
に
す
る
こ
と
に
注
目
し
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
律
令
制
を
継
受
し
て
国
家
体
制

を
確
立
し
て
行
く
に
際
し
て
、
支
配
層
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
形
成
・
統
合
す
る
た
め
の
機
関
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
学
制
が
創
始

さ
れ
、
学
問
教
授
を
自
国
内
で
行
え
る
体
制
の
確
立
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
最
も
必
要
と
さ
れ
た
の
は
、
支
配
層
に

属
す
る
形
で
の
学
問
教
授
機
関
の
設
置
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
専
門
家
を
輩
出
す
る
構
造
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
五
位
以
上
子
孫
を

就
学
者
の
中
心
と
し
た
大
学
を
設
定
し
、登
用
試
に
よ
っ
て
専
門
家
を
輩
出
し
て
い
く
経
路
を
用
意
し
た
の
は
、ま
さ
に
こ
の
た
め
で
あ
っ

た
と
考
え
る
。
こ
う
し
て
、
日
本
の
大
学
は
「
官
吏
養
成
・
登
用
機
関
」
で
は
な
く
「
経
学
伝
播
機
関
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
学
制
に
託
さ
れ
た
役
割
は
、
ま
ず
第
一
に
は
律
令
国
家
体
制
を
支
え
る
儒
家
思
想
の
意
義
づ
け
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
体
制
維
持
の
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
形
成
と
正
当
化
、
そ
し
て
継
承
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註（
1
）
野
村
忠
夫
『
律
令
官
人
制
』
吉
川
弘
文
館 

一
九
六
八
年

（
2
）
尾
崎
陽
美
「
律
令
国
家
と
学
制
～
官
人
出
身
法
に
お
け
る
大
学
就
学
～
」『
日
本
歴
史
』
六
五
五
号　

二
〇
〇
二
年

（
3
）
学
制
に
関
し
て
は
、
左
記
の
論
文
を
参
照
し
た
。

 

桃
裕
行
『
上
代
学
制
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館 
一
九
四
七
年
（
修
訂
版 

思
文
閣
出
版 

一
九
九
四
年
）、
久
木
幸
男
『
大
学
寮
と
古
代
儒
教
』
サ
イ

マ
ル
出
版
会 

一
九
六
八
年
（
改
訂
増
補
『
日
本
古
代
学
校
の
研
究
』
玉
川
大
学
出
版
部 

一
九
九
〇
年
）、
多
賀
秋
五
郎
『
唐
代
教
育
史
の
研
究
』

不
昧
堂
書
店 

一
九
五
三
年
）、
利
光
三
津
夫
「
奈
良
時
代
に
お
け
る
大
学
寮
明
法
科
」（『
律
令
制
と
そ
の
周
辺
』
慶
應
義
塾
大
学
法
学
研
究
会 

一
九
六
七
年
）、高
島
正
人
「
日
唐
両
学
制
の
一
考
察
」（『
社
会
文
化
史
学
』
七
号 

一
九
七
一
年
）、早
川
庄
八
「
奈
良
時
代
前
期
の
大
学
と
律
令
学
」

（『
万
葉
集
研
究
第
七
集
』
塙
書
房 

一
九
七
八
年
）、岩
澤
豊
「
律
令
官
人
の
出
身
と
大
学
寮
」（『
国
史
談
話
会
雑
誌
』
二
六
号 

一
九
八
五
年
）
他
、

（
4
）
こ
こ
に
名
前
の
あ
が
っ
た
人
々
の
う
ち
、
沙
宅
紹
明
、
木
素
貴
子
、
答
本
春
初
、
吉
大
尚
、
許
率
母
は
、『
懐
風
藻
』
淡
海
朝
大
友
皇
子
の
項
に
、

皇
子
が
立
太
子
の
後
に
、
五
人
を
招
聘
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
そ
の
際
に
は
「
学
士
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）『
懐
風
藻
』
淡
海
朝
大
友
皇
子
の
項

（
6
）『
令
義
解
』
よ
り
式
部
省
の
職
掌
を
見
る
と
、

内
外
文
武
官
名
帳
。
考
課
。
選
叙
。
礼
儀
。
版
位
。
校
定
勲
績
。
論
功
封
賞
。
朝
集
。
学
校
。
策
試
貢
人
。
禄
賜
。
仮
使
、
補
任
家
令
。
功

臣
上
伝
田
事
。
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律
令
国
家
に
お
け
る
「
大
学
」
創
始
の
企
図
（
今
井
）

四
五

 

と
あ
り
、
主
た
る
職
掌
は
「
官
人
の
考
選
」
と
「
朝
廷
の
礼
儀
」
と
「
大
学
管
理
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
う
ち
「
官
人
の
考
選
」
に
つ

い
て
は
『
日
本
書
紀
』
天
武
七
年
（
六
七
八
）
十
月
乙
酉
条
に
、

詔
曰
。
凡
内
外
文
武
官
毎
レ
年
史
以
上
属
官
人
等
。
公
平
而
恪
懃
者
。
議
二
其
優
劣
一
。
則
定
二
応
レ
進
階
一
。
正
月
上
旬
以
前
。
具
記
送
二
法
官

一
。
則
法
官
校
定
。
申
二
送
大
弁
官
一
。
～

 
と
あ
っ
て
、
こ
の
頃
よ
り
法
官
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
7
）『
日
本
書
紀
』
天
武
四
年
（
六
七
五
）
正
月
丙
午
条

大
学
寮
諸
学
生
。
陰
陽
寮
。
外
薬
寮
。
及
舎
衛
女
。
堕
羅
女
。
百
済
王
善
光
。
新
羅
仕
丁
等
。
捧
二
薬
及
珍
異
等
物
一
進
。

（
8
）『
日
本
書
紀
』
天
武
六
年
（
六
七
七
）
五
月
甲
子
条

勅
二
大
博
士
百
済
人
率
母
一
。
授
二
大
山
下
位
一
。
因
以
封
二
卅
戸
一
。
是
日
。
倭
画
師
音
檮
。
授
二
小
山
下
位
一
。
乃
封
二
廿
戸
一
。

（
9
）『
日
本
書
紀
』
持
統
五
年
（
六
九
一
）
四
月
朔
日
条

賜
二
大
学
博
士
上
村
主
百
濟
大
税
一
千
束
一
。
以
レ
勸
二
其
学
業
一
也
。

 

『
日
本
書
紀
』
持
統
五
年
（
六
九
一
）
九
月
四
日
条

賜
二
音
博
士
大
唐
続
守
言
。
薩
弘
恪
。
書
博
士
百
済
末
士
善
信
。
銀
人
廿
両
一
。

（
10
）『
続
日
本
紀
』
で
は
、
遣
唐
使
に
従
っ
て
学
問
に
従
事
す
る
人
の
こ
と
を
「
留
学
生
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

天
平
勝
宝
四
年
閏
三
月

天
平
勝
宝
六
年
十
一
月
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人
文
学
報	

第
四
六
〇
号
　
二
〇
一
二
年
三
月

四
六

（
11
）
帰
朝
し
た
学
生
・
僧
侶
た
ち
は
、
大
化
改
新
で
国
博
士
と
し
て
活
躍
し
た
り
、
大
宝
律
令
編
纂
に
参
画
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

（
12
）『
続
日
本
紀
』
延
暦
九
年
（
七
九
〇
）
七
月
一
七
日
条
の
改
姓
の
上
表
文
中
に
も
、

「
軽
嶋
豊
明
朝
御
宇
応
神
天
皇
。
命
二
上
毛
野
氏
遠
祖
荒
田
別
一
。
使
二
於
百
済
一
。
捜
二
聘
有
識
者
一
。
国
主
貴
須
王
。
恭
奉
二
使
旨
一
。
択
二

採
宗
族
一
。
遣
二
其
孫
辰
孫
王
一
。
随
レ
使
入
朝
。
天
皇
嘉
レ
焉
。
特
加
二
寵
命
一
。
以
為
二
皇
太
子
之
師
一
矣
。」

と
あ
り
、
応
神
天
皇
の
頃
の
伝
承
と
し
て
、
百
済
か
ら
招
聘
し
た
有
識
者
を
皇
太
子
の
師
と
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）『
日
本
書
紀
』
大
化
元
年
（
六
四
五
）
六
月
七
日
条

（
14
）
大
化
二
年
（
六
四
六
）
九
月
条
「
小
徳
高
向
博
士
黒
麻
呂
」、
白
雉
五
年
（
六
五
四
）
二
月
条
「
大
錦
上
高
向
玄
理
」、

（
15
）「
博
士
」
は
中
国
で
、
後
漢
以
降
は
経
学
を
中
心
と
す
る
学
問
の
教
授
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
以
前
は
皇
帝
の
政
治
顧
問
で
あ
っ
た
。

（
16
）
坂
本
太
郎
『
大
化
改
新
の
研
究
』
一
九
三
八
年　

至
文
堂

（
17
）『
続
日
本
紀
』
養
老
五
年
（
七
二
一
）
五
月
二
十
五
日
条
で
は
、学
術
に
長
じ
る
者
に
対
し
て
の
賞
揚
が
行
わ
れ
、明
経
・
明
法
・
文
章
・
算
術
の
博
士
、

総
計
十
四
人
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
大
学
寮
に
文
章
・
明
法
（
律
学
）
の
博
士
と
学
生
が
設
置
さ
れ
る
の
は
、
天
平
二
年
（
七
三
〇
）

に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、大
宝
令
制
に
お
け
る
大
学
寮
博
士
の
名
称
と
は
一
致
し
な
い
こ
と
か
ら
、こ
こ
で
見
ら
れ
る
「
明
経
・
明
法
・
文
章
・
算
術
」

は
役
職
名
で
は
な
く
、「
そ
の
業
に
長
け
た
者
」
の
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
彼
ら
を
「
大
学
関
係
者
」
と
は
明
言
で
き
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律
令
国
家
に
お
け
る
「
大
学
」
創
始
の
企
図
（
今
井
）

四
七

な
い
も
の
の
、
前
代
と
の
比
較
と
い
う
観
点
か
ら
、
一
覧
表
の
中
に
は
（　

）
を
付
し
て
、
加
え
る
こ
と
と
し
た
。

（
18
）『
令
義
解
』
学
令
２
大
学
生
条

（
19
）『
経
国
集
』
に
は
八
世
紀
の
官
人
登
用
試
験
の
受
験
者
十
一
人
の
名
前
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
中
に
、
養
老
五
年
に
（
算
術
博
士
）
と
さ

れ
る
下
野
朝
臣
虫
麻
呂
が
い
る
。
つ
ま
り
、
大
学
就
学
か
ら
官
人
登
用
試
験
を
通
じ
て
、
学
問
教
授
を
行
う
専
門
家
を
育
成
し
、
輩
出
し
て
い
た

こ
と
は
、
史
料
か
ら
後
付
け
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
20
）
遣
唐
使
は
、
天
智
八
年
（
六
六
九
）
に
派
遣
さ
れ
て
以
後
、
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
に
至
る
ま
で
派
遣
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
期
間
は
ち
ょ

う
ど
遣
唐
使
が
中
断
さ
れ
て
い
る
時
期
と
重
な
る
。

（
21
）
桃
裕
行
氏
は
「
唐
制
模
倣
の
大
規
模
の
官
制
の
中
の
一
部
を
必
然
的
に
占
め
る
も
の
と
し
て
、
大
学
寮
の
制
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
寧
ろ
実

際
上
の
必
要
よ
り
も
文
化
的
意
義
が
多
分
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
」（『
上
代
学
制
の
研
究
』
一
九
四
七
年　

吉
川
弘
文
館　

八
頁
）
と
説
か
れ
、

野
村
忠
夫
氏
も
『
古
代
官
僚
の
世
界
』（
一
九
六
九
年　

塙
新
書
）
で
「
大
学
寮
出
身
コ
ー
ス
で
の
人
材
登
用
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
必
然
性
を
も
っ
て

こ
な
い
。
そ
の
立
法
化
は
、
む
し
ろ
唐
制
を
手
が
か
り
に
し
た
、
法
制
の
外
皮
的
な
整
備
と
い
う
色
合
い
が
大
き
か
っ
た
。」
と
説
か
れ
て
い
る
。

（
22
）
久
木
幸
男
氏
は
、「
事
務
の
一
元
的
処
理
を
ス
ム
ー
ズ
に
進
行
さ
せ
る
た
め
に
は
、
文
字
使
用
技
術
や
数
量
処
理
能
力
を
体
得
し
、
律
令
国
家
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
儒
教
に
つ
い
て
の
教
養
を
身
に
つ
け
た
事
務
官
僚
を
大
量
に
必
要
と
す
る
。」
と
し
、「
官
人
養
成
の
た
め
の
学
校
設
立
は
、

律
令
国
家
に
と
っ
て
不
可
避
の
課
題
で
あ
っ
た
」
と
説
か
れ
て
い
る
。（
久
木
幸
男 

改
訂
増
補
『
日
本
古
代
学
校
の
研
究
』
一
九
九
〇
年　

玉
川

大
学
出
版
部　

一
九
頁
）
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